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「
白
川
郷
十
八
ケ
村
と
下
田
問
屋
運
送
争
い
」 

の
経
過
と
江
戸
で
の
裁
判
の
経
緯
に
つ
い
て 

上
村
文
隆 

         

① 

剣
村
留
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
下
田
村
の
記
録
に
つ
い
て 

「
剣
村
留
帳
」
に
は
引
合
い
と
し
て
江
戸
に
行
っ
て
評
定
所
に
呼
び
出

さ
れ
、
こ
の
裁
判
の
経
緯
が
詳
し
く
書
い
て
あ
っ
た
。
一
方
、
下
田
村
の

記
録
に
は
訴
え
の
書
類
が
詳
し
く
載
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
を
対
比
さ
せ

る
と
江
戸
時
代
の
裁
判
な
ど
の
様
子
が
つ
か
め
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

② 

発
端
に
つ
い
て
は
「
美
並
村
史
資
料
編
」
に
あ
る
大
野
郡
十
八
ケ
村
の

訴
訟
書
か
ら
わ
か
る
。 

 

恐
れ
乍
ら
書
付
を
以
て
訴
訟
申
し
上
げ
候 

飛
州
大
野
郡
村
十
八
村
惣
代 

大
原
彦
四
郎
御
代
官
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
国
同
郡
六
厩
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

訴
訟
人 

源
四
郎 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

同
中
畑
村
四
郎
兵
衛 

東
本
願
寺
掛
所
高
山
照
運
寺
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
国
同
郡
岩
瀬
村  

訴
訟
人 

九
郎
兵
衛  

新
規
口
銭
可
取
工
に 

青
山
大
和
守
様
御
領
分 

荷
物
差
押
候
出
入 

 
 

濃
州
郡
上
郡
下
田
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

相
手 

問
屋 

長
兵
衛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

名
主 

五
郎
助 

組
頭 

善
右
衛
門 

百
姓
代 

利
助  

右
訴
訟
人
共
奉
申
上
侯
、
私
共
組
合
村
々
の
義 

極
山
中
の
村
方
故
、
給
塩
無

御
座
候
に
付
、
油
荏
作
り
濃
州
武
義
郡
上
有
知
と
申
す
所
へ
百
姓
所
持
の
牛
に

て
、
前
々
よ
り
油
荏
附
送
年
中
の
給
塩
代
替
来
り
候
に
付
、
前
々
の
通
去
酉
九

月
中
手
牛
に
て
、
上
有
知
へ
油
附
送
り
候
処
に
、
相
手
下
田
村
之
者
共
居
村
よ

り
弐
拾
町
余
も
相
離
、
殊
に
郡
上
川
と
申
大
川
を
越
、
福
野
村
地
内
へ
大
勢

出
、
口
銭
差
出
侯
様
に
申
に
付
、
前
々
よ
り
差
出
し
来
り
候
、
口
役
銭
の
義
向

鷲
見
口
・
坂
本
口
右
両
所
へ
例
年
の
通
勤
上
は
、
外
に
可
差
出
筋
無
之
旨
申
侯

得
共
、
大
勢
の
者
強
勢
を
以
理
不
尽
に
牛
付
き
の
油
荏
三
駄
奪
取
ら
れ
候
に
つ

き
、
段
々
挨
拶
に
及
び
そ
う
ら
え
ど
も
、
相
渡
し
申
さ
ず
候
、
之
に
よ
っ
て
其

節
御
支
配
布
施
弥
市
郎
様
お
役
所
へ
お
願
い
申
し
上
げ
候
所
、
青
山
大
和
守
様

御
役
人
中
へ
お
掛
け
合
下
し
置
か
れ
侯
得
共
、
下
田
村
の
者
共
前
々
よ
り
壱
駄

に
付
六
拾
文
宛
口
銭
取
侯
杯
と
跡
形
も
無
之
偽
の
儀
申
募
り
、
右
荷
物
相
渡
し

申
さ
ず
侯
故
、
給
塩
に
陥
り
難
儀
至
極
仕
侯
、
之
に
よ
っ
て
是
悲
な
く
御
訴
訟

奉
申
上
侯
、
此
上
新
規
の
口
銭
差
出
侯
様
に
罷
成
侯
て
は
給
塩
に
差
支
白
川
郷

口
銭
と
は
江
戸

時
代
、
問
屋
が
荷

主
や
買
い
主
か

ら
徴
収
し
た
仲

介
手
数
料
・
運
送

料
・
保
管
料
の
こ

と
。
こ
う
せ
ん
。 

① 

剣
村
留
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
下
田
村
の
記
録
に
つ
い
て 

② 

発
端 

（
白
川
郷
に
つ
い
て 

口
銭
に
つ
い
て 

訴
訟
書
） 

③ 

経
過 

（
返
答
書
） 

④ 

引
合
い
の
村
々
に
つ
い
て
（
宿
と
評
定
所
と
奉
行
役
宅
な
ど
） 

⑤ 

江
戸
で
の
裁
判 

（
内
済
の
働
き
か
け
） 

⑥ 

下
田
村
の
追
訴
と
江
戸
留
守
居
役 

⑦ 

判
決
と
そ
の
後
の
経
過 
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拾
八
ケ
村
渴
命
仕
侯
間
、
以
御
慈
悲
相
手
の
者
共
被
為
召
出
奪
取
侯
荷
物
相
返

新
規
の
口
銭
杯
と
申
儀
不
申
掛
、
前
々
の
通
油
荏
荷
物
に
不
限
無
滞
通
路
仕
様

に
被
為
仰
付
被
下
置
侯
様
に
偏
に
奉
願
上
侯
、
願
の
通
り
被
為
仰
付
被
下
置
侯

は
、
永
ク
御
百
姓
相
続
可
仕
旨
難
有
仕
合
奉
存
侯
、
猶
又
御
尋
の
上
乍
恐
口
上

に
て
可
奉
申
上
侯 

以
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

飛
州
大
野
郡
拾
八
村
惣
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
原
彦
四
郎
御
代
官
所 

 

同
国
同
郡
六
厩
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

訴
訟
人 

 

源
四
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
畑
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

四
郎
兵
衛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東
本
願
寺
掛
所
高
山
照
蓮
寺
領 

 

明
和
三
戌
年
四
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
国
同
郡
岩
瀬
村  

御
奉
行
所
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
郎
兵
衛 

 

御
裏
書
左
之
通
り 

如
斯
目
安
差
上
侯
間
致
返
答
書 

来
ル
六
月
十
三
日
評
定
所
へ
罷
出
可
対
決
、

若
於
不
参
者
可
為
曲
事
者
也 

 

戌
四
月 大

隅 
 

印
判 

備
前 

 

御
用
方
無
加
印 

 
   

 

日
向  

御
用
方
無
加
印 

弾
正 

印
判 

 

備
後  

御
用
方
無
加
印 

越
前 

印
判 

 

豊
前 

印
判 

 

美
濃 

印
判 

 

伊
賀 

印
判 

 

出
雲 

印
判 

 

大
炊  

印
判 

 

御
添
書 

目
安
裹
判
願
人
相
手
方
へ
裏
判
付
侯
節
、
裏
書
差
日
前
々
日
相
手
方
の
者
江
戸

着
相
届
侯
様
、
其
村
の
名
主
組
頭
へ
申
談
、
村
役
人
よ
り
請
書
可
取
之
、
於
在

所
に
出
入
内
済
の
者
は
訴
訟
人
と
対
談
の
上
可
為
格
別
侯
、
相
手
の
者
共
若
心

得
違
無
之
様
に
此
書
面
写
取
、
銘
々
へ
可
相
達
侯
、
若
違
背
の
者
於
有
之
は
、

双
方
可
為
越
度
此
旨
急
度
可
相
達
者
也 

 
 

明
和
三
戌

年
四
月 

 

一
札
の
事 

三
御
奉
行
様
御
連
印
之
、
来
ル
六
月
十
三
日
御
差
日
御
評
定
所
御
差
紙
一
通
並
御
添

書
一
通
、
右
の
通
慥
に
請
取
申
候
、
尤
御
差
日
前
々
日
御
掛
り
様
迄
御
届
ケ
可
申
上

侯
、
御
差
紙
面
墨
付
よ
ご
れ
等
無
御
座
侯
、
為
後
日
拝
見
請
取
証
文
仍
て
如
件 

 

明
和
三
戌
年
五
月
九
日 

青
山
大
和
守
領
分 

 

濃
州
郡
上
郡
下
田
村
問
屋 

 
 

 
 

 

長
兵
衛 

 

庄
屋 

五
郎
助 

 

組
頭 

善
右
衛
門 

 

百
姓
代 

利
助  

飛
州
大
野
郡
白
川
郷
四
十
八
ケ
村
惣
代 

六
厩
村 

源
四
郎
殿 

中
畑
村 

四
郎
兵
衛
殿 

寺
社
奉
行
や
勘
定
奉
行
。 

詳
し
い
名
前
は
、
最
後
の 

裁
許
書
の
中
に
出
て
く
る
。 
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岩
瀬
村  

九
郎
兵
衛
殿 

 
③ 
経
過 

 

返
答
書 

（
美
並
村
史
よ
り
） 

訴
え
ら
れ
た
下
田
村
が
返
答
書
を
書
い
て
提
出
し
て
い
る
。
な
お
、
継
場
は
荷
物

を
継
ぎ
送
り
す
る
の
が
建
前
で
あ
る
が
、
荷
主
に
よ
っ
て
は
荷
物
を
付
け
た
ま
ま
で

次
の
宿
へ
通
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
付
通
し
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

で
は
宿
の
収
入
に
な
ら
な
い
の
で
、
宿
で
は
上
前
銭
と
称
し
て
「
付
通
し
」
の
荷
物

に
つ
い
て
も
料
金
を
徴
収
し
た
。
な
お
藩
や
公
儀
の
荷
物
は
無
料
で
扱
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
。 

  
 

乍
恐
返
答
書
を
以
奉
申
上
侯
（
恐
れ
乍
ら
返
答
書
を
以
て
申
し
上
げ
奉
り
候
） 

 
 

 
 

 
 

青
山
大
和
守
領
分 

濃
州
郡
上
郡
下
田
村 

問
屋 

長
兵
衛 

庄
屋 

五
郎
助 

組
頭 

善
右
衛
門 

百
姓
代 

利
助 

申
上
候
大
原
彦
四
郎
様
御
代
官
所
飛
州
大
野
郡
拾
八
ケ
村
惣
代
之
由
に
て
六
厩
村

源
四
郎
外
弐
人
方
よ
り
相
違
出
訴
仕
、
御
尊
判
頂
載
相
附
候
に
付
、
乍
恐
返
答
書

を
以
左
に
申
上
候 

一
当
村
の
儀
飛
州
よ
り
尾
州
へ
の
往
還
郡
上
通
継
場
に
て
従
御
公
儀
様
継
場
御
高
札

被
下
置
、
右
御
高
札
通
り
諸
事
取
計
ひ
、
尤
当
村
高
三
百
拾
石
余
一
躰
山
中
に
て

至
極
之
困
窮
村
方
商
人
諸
荷
物
継
合
来
り
、
少
々
宛
之
助
成
を
以
御
朱
印
御
証
文
、

其
外
御
用
人
馬
相
動
来
リ
進
場
相
続
仕
来
り
候
事 

一
出
訴
方
村
々
飛
州
大
野
郡
村
々
よ
り
附
出
候
、
油
荏
焰
硝
多
葉
粉
其
外
之
荷
物
継

場
順
々
継
合
、
濃
州
上
有
知
へ
送
り
来
リ
侯
所
、
継
場
順
々
継
合
侯
に
て
駄
賃
銭

過
分
相
掛
り
、
商
に
引
合
不
申
侯
間
、
何
卒
右
村
々
よ
り
通
牛
に
て
上
有
知
辺
え

附
送
り
申
度
旨
、
尤
継
場
付
通
シ
に
仕
侯
事
故
、
壱
駄
に
付
六
拾
文
宛
付
通
銭
可

差
出
旨
申
之
、
右
村
々
の
者
共
達
て
相
頼
侯
に
付
、
近
年
は
右
の
通
附
通
銭
取
之

候
て
附
通
に
為
致
候
、
当
村
よ
り
上
有
知
へ
道
法
（
み
ち
の
り
）
四
里
、
御
定
駄
賃

銭
壱
駄
に
つ
き
弐
百
六
拾
四
文
上
下
に
て
五
百
三
拾
弐
文
の
所
付
通
銭
は
、
壱
駄

六
拾
文
宛
に
て
附
送
リ
の
節
計
請
取
戻
り
の
節
は
一
銭
も
請
取
不
申
侯
、
勿
論
附

通
銭
之
義
当
村
に
不
限
、
右
村
々
の
頼
に
て
継
場
の
道
法
り
遠
近
に
て
少
々
宛
の

差
別
は
有
之
候
得
共
、
最
寄
継
場
何
れ
も
右
頼
み
の
趣
致
得
心
為
附
通
侯
得
共
、

是
は
近
年
の
義
に
て
前
々
は
継
場
順
々
継
合
来
リ
侯
段
相
違
無
御
座
侯
事 

一
御
領
主
青
山
大
和
守
領
分
濃
州
（
向
）
鷲
見
口
・
坂
本
口
右
両
所
は
、
飛
州
の
境
に

て
濃
州
の
入
口
に
付
、
何
れ
に
も
右
両
所
へ
相
掛
り
不
申
侯
て
は
飛
州
よ
り
濃
州

へ
の
通
路
難
相
成
、
則
両
所
共
に
御
領
主
に
て
御
役
所
御
建
置
飛
州
よ
り
附
出
シ

候
通
牛
其
外
、
継
場
順
々
継
合
侯
荷
物
共
に
右
御
役
所
に
て
役
銭
御
取
立
被
成
侯
、

是
は
御
領
主
へ
相
納
り
、
継
場
村
方
之
所
務
に
て
相
成
不
申
侯
事 

一
去
酉
九
月
十
九
日
覚
出
訴
方
通
牛
油
荏
荷
物
三
拾
七
駄
継
場
往
還
へ
相
隠
レ
同
州

同
郡
福
野
村
と
申
所
へ
相
懸
り 

脇
道
往
来
仕
侯
、
右
福
野
村
は
通
り
筋
に
は
無

御
座
候
、
当
村
高
持
共
見
付
け
五
六
人
出
迎
、
何
様
の
訳
に
て
継
場
差
置
忍
行
い

た
し
侯
哉
之
旨
、
牛
方
の
者
共
相
尋
候
得
者
、
右
牛
方
共
誤
入
候
に
つ
き
左
候
は

ば
定
の
通
付
通
銭
差
出
し
、
継
場
を
相
通
り
候
様
申
聞
候
所
、
付
通
り
銭
持
合
之

無
き
に
付
立
帰
り
持
参
申
す
べ
く
由
に
て
、
右
荷
物
の
内
三
駄
預
け
置
、
牛
方
共

罷
帰
り
候
、
中
々
以
当
村
の
も
の
共
少
も
理
不
尽
の
儀
無
御
座
候
、
牛
方
共
了
簡

を
以
当
村
馬
持
共
へ
其
節
預
け
置
候
儀
に
御
座
候
、
右
三
駄
の
牛
方
は
飛
州
大
野

郡
布
又
村
吉
右
衛
門
、
一
宮
村
和
平
次
、
町
屋
村
伊
兵
衛
右
三
人
に
て
御
座
侯
、

其
後
同
月
廿
二
日
覚
右
預
置
侯
荷
物
請
取
度
旨
、
右
三
人
之
者
共
よ
り
申
越
侯
に

付
、 

以
来
脇
道
不
仕
侯
様
申
聞
懸
り
、
右
荷
物
相
通
可
遣
与
奉
存
侯
所
、
却
面
右

牛
方
者
共
、
以
後
往
還
に
不
限
何
道
之
道
ヲ
通
り
侯
共
構
無
之
旨
、
当
村
よ
り
一

札
差
出
侯
上
に
て
、
右
荷
物
相
渡
侯
様
我
促
成
儀
申
之
候
に
付
、
右
一
札
可
相
渡
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謂
無
之
旨
、
私
共
方
よ
り
掛
合
侯
所
、
左
侯
は
ば
請
取
間
敷
旨
申
之
今
以
私
共
方

に
預
ケ
置
侯
、
私
共
儀
長
々
預
り
置
迷
惑
仕
侯
間
只
今
に
も
相
返
少
度
奉
存
侯
、

然
ル
に
今
般
出
訴
方
申
立
候
、
去
九
月
中
手
牛
に
て
油
荏
附
送
り
侯
所
、
当
村
の

も
の
共
居
村
よ
り
弐
十
町
余
り
相
離
レ
、
殊
に
郡
上
川
と
申
大
川
を
越
福
野
村
地

内
へ
大
勢
罷
出
、
口
銭
差
出
侯
様
申
に
付
、
前
々
よ
り
差
出
来
リ
候
口
銭
之
儀
、

向
鷲
見
口
、
坂
本
口
右
両
所
へ
例
年
之
通
相
納
候
上
は
、
外
に
可
差
出
筋
無
之
旨

申
候
得
共
、
理
不
尽
に
牛
附
の
油
荏
三
駄
奪
取
候
杯
と
偽
申
上
候
、
何
分
脇
道
自

由
に
通
路
相
成
て
は
当
村
に
不
限
継
場
村
々
一
向
相
続
可
相
成
様
無
御
座
候
、
左

候
迚
（
と
て
も
）
此
上
脇
道
へ
定
詰
の
番
人
も
難
付
置
、
畢
竟
継
場
順
々
可
継
合

荷
物
ヲ
達
て
の
頼
に
て
、
近
年
無
據
付
通
銭
取
之
為
付
通
候
所
、
猶
々
勝
に
乗
り

我
侭
仕
候
上
は
、
以
来
付
為
通
候
儀
何
分
得
心
難
仕
、
前
々
之
通
り
継
場
順
々
継

合
侯
様
被
為
仰
付
被
下
置
度
奉
願
上
侯
、
尤
右
一
件
出
訴
方
の
者
共
、
先
御
支
配

布
施
弥
市
郎
様
飛
州
高
山
御
役
所
へ
願
出
、
私
共
御
領
主
御
役
所
へ
御
懸
ケ
合
有

之
、
出
訴
方
の
も
の
共
我
意
申
強
リ
相
済
不
申
、
此
度 

御
尊
判
頂
載
相
附
困
窮

の
私
共
難
義
至
極
仕
候
事 

右
申
上
候
通
少
も
相
違
無
御
座
候
、
何
卒
御
慈
悲
ヲ
以
右
の
段
為
被
聞
召
訳
、
已

来
脇
道
不
仕
候
様
且
商
荷
物
之
分
、
先
年
の
通
継
場
順
々
継
合
侯
様
被
為
仰
付
被

下
置
候
は
ば
、
継
場
の
村
方
相
続
相
成
り
難
有
奉
存
候
以
上 

 

明
和
三
戌
年
六
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青
山
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和
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濃
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庄
屋 

五
郎
助  

組
頭 

善
右
衛
門 

百
姓
代 

利
介  

御
奉
行
所
様 

 ④ 

引
合
い
（
証
人
）
の
村
々
に
つ
い
て 

（
剣
村
留
帳
よ
り
） 

一
引
合
之
村
々
八
月
十
四
日
国
本(

元)

発
足
、八
幡
・
福
野
・
大
矢
村
十
五
日
に
出
立
、

同
月
廿
四
日
江
戸
着
也  

一
八
月
廿
四
日
江
戸
表
へ
着
仕
り
候
て
日
々
屋(

日
比
谷)

御
門
之
内
青
山
大
和
守
様

御
屋
敷
へ
御
届
申
上
候
て
、
夫
よ
り
江
戸
ば
く
ろ
う
町
幸
手
屋
（
さ
っ
て
や
）
治

郎
兵
衛
方
に
宿
を
取
、
夫
よ
り
一
日
休
足
仕
り
、
二
十
六
日
牧
野
大
隅
守
様
へ
着

の
御
届
申
上
候
所
、
同
廿
七
日
に
御
呼
出
御
座
候
、
其
日
も
白
川
訴
訟
方
不
残
、
郡

上
郡
相
手
方
下
田
村
不
残
、
剣
村
・
八
幡
町
・
福
野
村
・
大
矢
村
不
残
ラ
、
罷
出
候

て
腰
掛
に
相
待
居
候
所
、
其
日
入
相
（
い
り
あ
い
）
時
分
に
右
之
者
共
御
白
須(

州)

へ
御
呼
出
被
成
候
て
、
御
留
役
方
向
山
源
太
夫
様
、
白
川
四
郎
兵
衛
・
源
四
郎
兵

衛
へ
被
仰
出
候
得
ば
、
其
時
源
四
郎
・
四
郎
兵
衛
申
上
候
に
は
、
剣
村
に
て
は
四

拾
八
文
、
八
幡
町
に
て
も
四
拾
八
文
取
申
候
と
申
上
候
得
ば
、
又
源
太
夫
様
被
仰

候
に
は
、
剣
村
・
八
幡
町
あ
の
者
共
が
申
通
、
上
前
銭
請
取
申
候
哉
と
御
尋
被
成

候
得
ば
、
剣
村
善
左
衛
門
・
八
幡
町
彦
右
衛
門
申
上
候
に
は
、
成
程
白
川
両
人
被

申
上
候
通
、
剣
村
に
て
四
拾
八
文
、
八
幡
に
て
も
四
拾
八
文
に
て
相
通
シ
申
候
と

申
上
候
得
ば
、
又
其
時
源
太
夫
様
被
仰
候
に
は
、
其
義
な
ら
ば
其
方
共
何
の
子
細

は
な
き
と
被
仰
候
、
其
時
八
幡
問
屋
は
荷
物
受
払
帳
に
不
残
差
上
被
申
候
、
剣
村

の
義
は
殿
様
越
前
御
領
分
へ
の
御
荷
物
は
記
帳
仕
候
得
共
、
売
人
荷
物
之
義
は
相

対
之
上
前
銭
ヲ
受
取
付
通
シ
に
為
致
候
故
、
荷
物
受
払
帳
面
に
は
付
不
申
と
申
上

候
得
ば
、
其
時
源
太
夫
様
被
仰
候
に
は
、
其
義
な
ら
ハ
八
幡
町
問
屋
彦
右
衛
門
が

帳
面
に
て
剣
駅
へ
出
入
荷
物
相
分
り
可
申
候
間
、
追
て
八
幡
問
屋
彦
右
衛
門
帳
面

差
出
候
得
ば
、
白
川
と
立
合
候
て
請
取
送
り
候
荏
荷
物
の
所
に
下
ヶ
札(

下
札)

ヲ

付
、
追
て
差
出
候
様
被
仰
付
候
て
、
問
屋
彦
右
衛
門
が
帳
面
ハ
御
下
ヶ
被
成
候
、

其
後
下
田
村
の
者
共
御
呼
出
シ
被
成
、
又
源
太
夫
様
被
仰
侯
に
は
、
何
と
其
方
ど

も
前
へ
参
り
候
て
、
殊
に
帳
面
も
持
参
い
た
す
な
く
と
申
候
が
越
前
之
道
法
り
ハ

何
程
有
候
哉
、
な
ぜ
に
又
帳
面
を
ば
持
参
致
候
哉
と
、
こ
と
ご
と
く
御
呵
り
被
成

候
所
、
其
義
に
は
下
田
村
も
困
り
入
、
有
無
の
返
答
も
無
之
、
途
方
に
暮
て
居
申
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候
へ
ば
、
其
時
源
太
夫
様
被
仰
候
に
は
、
其
義
な
ら
バ
後
日
吟
味
可
申
付
候
間
、

皆
々
不
残
立
ま
せ
い
と
仰
ら
れ
侯
て
、
其
日
夜
の
四
ツ
時
分
御
白
州
を
罷
立
、
夫

よ
り
宿
屋
へ
帰
り
申
候 

一
九
月
十
二
日
に
御
呼
出
御
座
候
て
、
飛
州
白
川
訴
訟
方
不
残
、
郡
上
郡
下
田
村
相

手
方
不
残
、
引
相
之
村
々
剣
村
よ
り
八
幡
町
・ 

福
野
村
・
大
矢
村
迄
、
右
之
者
共

腰
掛
に
差
控
居
申
候
所
に
、
其
日
も
人
合
時
分
右
之
者
不
残
御
白
州
へ
被
出
召
、

ま
た
源
太
夫
様
被
仰
出
候
に
は
、
前
々
申
上
候
通
に
無
相
違
か
と
、
白
川
訴
訟
方

答(

書)

上
候
口
書
を
以
御
尋
被
成
候
に
は
、
剣
村
上
前
銭
四
拾
八
文
出
ス
と
申
が
、

弥
（
い
よ
い
よ
）
四
拾
八
文
に
て
為
付
通
候
哉
と
被
仰
候
得
ば
、
其
時
善
左
衛
門

申
上
候
は
、
成
程
仰
之
通
り
白
川
牛
方
手
荷
物
は
拾
六
文
よ
り
廿
七
・
八
文
に
て

為
付
通
申
侯
、
其
外
売
人
荷
物
之
義
は
、
何
に
不
限
上
前
銭
四
拾
八
文
に
て
為
付

通
申
候
と
申
上
候
得
ば
、
其
時
源
太
夫
様
被
仰
候
者
、
其
方
共
義
者
白
川
之
者
共

申
通
り
双
方
口
も
合
候
故
、
引
相
之
村
々
者
共
追
付
口
書
印
形
も
可
申
付
候
間
、

早
々
立
ま
せ
い
と
被
仰
候
て
、
其
日
も
夜
之
五
ツ
時
分
に
御
前
ヲ
ば
罷
立
申
候
、

其
外
下
田
村
日
〆
帳
と
八
幡
問
屋
日
〆
帳
と
ハ
殊
之
外
違
御
座
候
、
下
田
村
問
屋

帳
面
は
荷
数
式
百
駄
余
り
と
付
上
ヶ
被
申
候
、
荷
物
殊
に
荷
主
之
名
前
も
無
之
、

八
幡
問
屋
彦
右
衛
門
付
上
ヶ
被
申
候
荷
物
は
、
漸
（
よ
う
や
く
）
六
拾
駄
計
り
に

て
、
荷
主
之
名
前
も
不
残
有
之
候
故
、
依
之
下
田
村
義
は
大
き
に
御
り
に
合(

会)

、

可
申
上
様
も
無
之
、
途
方
に
呉(

暮)

困
り
入
り
居
被
申
候
所
、
其
時
又
源
太
夫
様
被

仰
候
に
者
、
其
義
な
ら
ば
後
日
に
吟
味
可
申
付
候
間
、
不
残
立
ま
せ
と
被
仰
出
、

御
前
ヲ
罷
立
、
其
日
も
夜
の
五
ツ
半
時
分
に
罷
出
、
夫
よ
り
宿
屋
へ
罷
帰
り
申
候 

 

⑤ 

内
済
（
示
談
）
を
も
ち
か
け
る
（
剣
村
留
帳
よ
り
） 

 

一
同
（
九
月
）
十
七
日
に
下
田
村
不
残
、
白
川
不
残
、
剣
村
よ
り
八
幡
・
福
野
・
大
矢

村
、
右
引
合
之
村
々
不
残
御
呼
被
仰
成
候
に
付
、
宿
幸
手
屋
（
さ
っ
て
や
）
治
郎
兵

衛
、
引
合
之
者
共
へ
右
治
（
次
）
郎
兵
衛
被
申
候
に
は
、
此
頃
よ
り
夕
ベ
迄
白
川
宿

見
登
屋
へ
も
其
外
訴
訟
方
よ
く
よ
く
相
談
致
候
が
、
貴
様
方
不
残
今
廿
二
日
迄
之

日
延
之
願
被
成
、
御
内
済
に
被
成
下
候
は
ば
、
訴
訟
方
日
延
御
願
に
印
形
致
シ
差

上
可
被
申
候
間
、
兎
角
左
様
被
成
、
日
延
之
願
御
出
シ
被
下
候
様
、
郡
上
宿
治
郎

兵
衛
殿
達
而
頼
み
彼
申
侯
に
付
、
剣
村
問
屋
善
左
衛
門
申
候
に
は
、
い
か
に
彦
右

衛
門
殿
我
等
共
は
御
吟
味
の
義
も
相
済
、
何
の
懸
り
合
も
無
御
座
候
得
共
、
同
国

下
田
村
外
村
々
は
未
御
吟
味
も
相
済
不
申
内
、
捨
置
国
元
へ
出
立
候
義
は
不
相
成

候
間
、
何
分
宿
治
郎
兵
衛
殿
被
申
候
通
日
延
願
に
印
形
致
シ
差
上
可
申
と
相
談
究

申
候
、
日
延
願
印
形
之
面
々
、
白
川
訴
訟
方
不
残
印
形
、
郡
上
相
手
方
下
田
村
不

残
印
形
に
て
、
剣
村
よ
り
八
幡
・
福
野
・
大
矢
村
右
四
ヶ
村
江
戸
宿
両
人
不
残
印

形
相
済
、 

願
書
差
出
申
候
所
、
其
日
暮
合
に
御
白
州
へ
皆
々
不
残
御
呼
被
成
候
て
、

其
日
直
に
大
隅
守
様
よ
り
御
日
延
被
仰
付
候
て
、
夫
よ
り
宿
元
へ
罷
帰
り
申
候 

一
同
（
九
月
）
十
九
日
、
訴
訟
方
四
人
、
相
手
方
四
人
、
引
合
之
村
々
不
残
江
戸
御
宿

と
し
て
、
ば
く
ろ
う
町
壱
丁
目
に
て
茶
屋
を
か
り
、
何
れ
も
立
合
に
て
内
済
取
曖

候
義
は
、
下
田
村
に
て
は
上
前
錢
六
拾
四
文
ツ
、
前
々
よ
り
請
取
来
り
候
と
被
申
、

白
川
衆
中
は
前
々
よ
り
上
有
知
塩
ま
か
な
い
に
参
申
候
時
、
向
鷲
見
口
御
番
所
よ

り
勝
原
口
へ
御
手
形
取
り
通
り
来
り
候
得
ば
、
下
田
村
へ
は
一
向
相
掛
り
不
申
侯

間
、
終
に
む
か
し
よ
り
上
前
銭
出
申
た
る
義
覚
へ
無
御
座
候
と
被
申
候
、
乍
然
下

田
村
へ
相
掛
申
侯
は
ば
、
何
時
に
も
上
前
銭
出
シ
可
申
と
白
川
四
郎
兵
衛
・
源
四

郎
両
人
口
を
揃
て
被
申
候
に
付
、
私
共
内
済
取
暖
候
に
は
、
免
角
下
田
に
て
は
取

来
り
と
被
申
、
白
川
に
て
は
前
々
よ
り
出
シ
為
申
義
は 

(

だ
し
も
う
せ
し
ぎ
は)

無

御
座
候
と
被
申
候
得
は
、
其
義
が
公
事
に
御
座
候
得
ば
、
少
々
ヅ
ツ
は
両
方
よ
り

歩
み
合
に
て
、
八
幡
宿
は
四
拾
八
文
に
て
御
座
候
間
、
白
川
衆
中
も
出
シ
不
来
候

と
も
少
々
御
出
シ
被
成
、
下
田
村
取
来
り
候
共
少
々
御
ふ
し
よ
う
（
不
承
知
）
致

さ
れ
候
て
、
八
幡
宿
之
半
銭
に
て
弐
拾
四
文
程
も
白
川
衆
中
も
御
出
シ
被
成
間
敷

哉
と
肝
入
内
済
に
仕
候
得
共
、
中
々
白
川
四
郎
兵
衛
得
心
不
致
、
御
肝
入
難
有
御

座
候
得
共
、
新
規
成
義
を
始
申
事
は
相
成
不
申
、
然
共
御
吟
味
之
上
に
て
御
裁
許
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を
請
、
其
故
に
て
被
仰
付
候
義
は
是
非
に
不
及
候
間
、
御
内
済
御
取
噯
之
義
御
断

と
両
人
被
申
候
て
、
何
分
埒
明
不
申
候
故
、
引
合
之
村
々
も
手
段
に
不
及
、
肝
入

り
を
可
止
相
談
に
落
付
申
候 

一
夫
よ
り
（
九
月
）
廿
二
日
西
久
保
に
お
い
て
、
大
隅
守
様
へ
日
延
内
済
之
御
断
書
差

上
申
候
所
、
同
廿
三
日
に
又
御
呼
出
御
座
候
て
、
其
日
も
暮
合
に
下
田
村
四
人
を

御
召
被
成
候
て
御
尋
被
成
候
義
は
一
円
不
存
候
、
其
次
に
剣
村
・
八
幡
町
・
福
野

村
・
大
矢
村
引
合
之
村
々
、
其
外
訴
訟
方
白
川
四
郎
兵
衛
・
九
郎
兵
衛
・
源
四
郎
御

呼
被
成
、
白
川
三
人
之
者
共
へ
被
仰
聞
候
に
は
、
い
か
に
其
方
共
此
頃
引
合
之
者

共
依
日
延
に
内
済
取
噯
（
あ
つ
か
い
）
之
義
を
不
相
用
、
先
達
て
村
方
に
て
塩
に

飢
え
候
故
何
共
分
ケ
を
立
呉
候
と
申
候
義
は
皆
偽
り
、
不
届
千
万
と
、
こ
と
ご
と

く
御
呵
（
し
か
り
）
被
成
候
得
ば
、
成
程
村
方
に
て
塩
に
渴
へ
候
義
は
迷
惑
至
極

に
存
候
得
共
、
今
迄
出
不
来
候
上
前
銭
出
シ
申
義
は
得
不
仕
候
故
、
依
之
内
済
噯

も
御
断
申
候
と
申
上
候
得
は
、
又
源
太
夫
様
被
仰
侯
に
は
、
追
て
呼
出
吟
味
可
申

付
候
間
、
夫
迄
は
心
長
に
差
控
居
よ
と
、
大
き
に
御
呵
、
噴
り
被
成
候
、
其
時
源
四

郎
申
上
侯
に
は
、
乍
憚
御
裁
許
之
上
に
て
は
、
何
様
に
被
仰
付
侯
共
、
御
恨
は
無

御
座
候
故
、
遥
々
（
は
る
ば
る
）
の
所
是
迄
罷
下
り
申
候
と
申
上
候
得
は
、
又
源
太

夫
様
被
仰
侯
に
は
、
夫
は
不
申
共
し
れ
た
る
事
、
此
方
よ
り
裁
許
を
以
申
付
候
義

を
違
背
に
及
は
ば
裁
許
も
ど
き
な
れ
は
、
弐
度
国
へ
は
か
ゑ
さ
ぬ
、
と
か
く
お
の

れ
ら
は
裁
許
が
請
度
て
、
其
義
な
ら
ば
塩
之
義
ハ
上
有
知
よ
り
背
中
に
て
セ
迫

(

負)

成
共
、
か
た
に
懸
成
共
為
致
と
大
き
に
呵
責
（
か
し
ゃ
く
）
被
成
侯
得
は
、
其

義
は
源
四
郎
・
四
郎
兵
衛
両
人
も
有
無
之
返
答
も
得
不
申
上
候
て
困
り
入
申
候
所

に
、
源
太
夫
様
被
仰
候
に
は
、
引
合
之
者
も
口
書
印
形
可
申
付
候
得
共
、
も
は
や

夜
分
に
相
成
、
口
書
不
究
候
故
、
追
て
呼
出
シ
印
形
可
申
付
候
間
、
皆
々
罷
帰
り

可
申
と
被
仰
付
侯
て
、
夫
よ
り
御
前
を
罷
立
、
宿
屋
へ
帰
り
申
候 

 

一
同
晦
日
（
九
月
三
十
日
）
に
御
呼
出
御
座
候
、
右
白
川
不
残
、
郡
上
下
田
村
不
残
、

引
合
之
村
々
不
残
御
呼
出
被
成
、
其
日
も
暮
合
に
御
白
州
へ
召
被
出
、
口
書
之
趣

御
読
為
聞
被
成
侯
義
は
、
濃
州
郡
上
郡
青
山
大
和
守
領
分
、
剣
宿
庄
屋
善
左
衛
門
、

同
村
組
頭
助
右
衛
門
申
口 

一
当
村
之
義
は
庄
屋
問
屋
兼
帯
に
相
動
居
中
侯
所
に
て
、
前
々
よ
り
継
場
御
札
御
預

り
居
申
候
得
共
、
売
人
荷
物
之
義
者
相
対
之
上
前
銭
に
て
付
通
シ
に
為
致
、
右
相

対
之
上
前
钱
に
御
座
候
得
ば
、
荷
物
請
払
帳
に
は
付
不
申
、
尤
も
手
荷
物
は
上
前

銭
拾
六
文
よ
り
弐
拾
七
、
八
文
に
て
当
宿
よ
り
八
幡
問
屋
迄
付
通
シ
に
為
致
申
候
、

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
右
剣
宿
善
左
衛
門
・
助
右
衛
門
申
口
十
月
五
日
口
書
印

形
相
済 

一
青
山
大
和
守
領
分
濃
州
郡
上
郡
下
田
村
問
屋
長
兵
衛
、
庄
屋
五
郎
助
、
組
頭
善
右

衛
門
、
百
姓
代
利
助
申
口 

一
飛
州
大
野
郡
六
厩
村
之
外
拾
七
ヶ
村
、
油
荏
荷
物
付
通
牛
之
義
、
前
々
は
九
月
十

月
濃
州
郡
上
領
地
へ
罷
通
り
、
前
々
ハ
継
場
順
に
継
合
来
候
所
、
近
年
荷
主
勝
手

を
以
上
前
銭
に
て
付
通
さ
せ
申
候
、
尤
剣
宿
に
て
は
牛
壱
疋
に
付
口
銭
四
拾
八
文

ツ
、
差
出
、
夫
よ
り
八
幡
宿
へ
相
懸
り
、
此
所
に
て
も
口
銭
四
拾
八
文
差
出
し
、 

当
村
に
て
は
口
銭
六
拾
四
文
ツ
ゝ
差
出
来
り
候
所
に
て
御
座
候
、
尤
是
は
近
年
之

義
に
て
前
々
は
継
場
順
々
継
合
来
り
、
一
里
六
拾
四
文
ツ
ゝ
駄
賃
壱
駄
に
付
、
上

有
知
迄
之
分
取
来
り
申
候
所
、
荷
主
勝
手
を
以
、
上
前
銭
に
て
相
通
り
申
候
、
殊

更
夜
中
に
相
掛
り
申
候
義
に
御
座
候
、
依
之
双
方
申
争
に
付
最
寄
継
場
之
者
共
被

召
出
御
吟
味
被
遊
候 

一
青
山
大
和
守
領
分
濃
州
郡
上
郡
八
幡
町
問
屋
彦
右
衛
門
、
名
主
弥
兵
衛
申
口 

一
八
幡
町
之
義
者
御
城
下
に
て
問
屋
場
御
座
候
、
前
々
よ
り
岡
付
荷
物
之
義
、
福
野

村
へ
相
掛
り
、
夫
よ
り
下
田
村
へ
継
合
来
り 

申
候
、
舟
積
荷
物
之
義
者
大
矢
村
問

屋
へ
送
り
来
り
申
候
、
飛
州
六
厩
村
之
外
拾
七
ヶ
村
油
荏
牛
之
義
も
相
懸
申
候
所
、

荷
主
勝
手
お
以
、
上
前
銭
牛
壱
疋
付
四
拾
八
文
ツ
ゝ
請
取
来
り
申
候
、
此
外
に
も

金
山
と
申
所
へ
通
り
道
も
御
座
候
得
共
、
こ
れ
ハ
八
幡
町
六
・
七
里
も
わ
き
に
て
、

右
八
幡
町
之
義
者
双
方
落
合
候
所
に
て
、
拾
八
ヶ
村
何
れ
も
相
掛
り
申
候
、
則
問

屋
帳
日
〆
（
ヒ
シ
メ
テ
ウ
）
御
座
候
に
付
、
あ
ら
ま
し
書
抜
仕
り
、
帳
面
差
上
可
申

候 
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一
同
国
同
郡
福
野
村
庄
屋
新
平
申
口 

一
当
村
之
義
者
継
場
に
て
は
無
御
座
、
間
之
宿
に
て
御
座
候
間
、
帳
面
等
は
一
札
も

無
御
座
候
、
尤
去
ル
酉
九
月
と
覚
申
候
、
日
ハ
不
存
候
、
殊
二
夜
分
之
義
に
て
御

座
候
得
ば
、
殊
更
私
村
方
家
回
り
よ
り
道
法
り
壱
・
弐
丁
計
も
相
離
レ
申
候
所
に

て
、
取
合
仕
り
候
と
申
計
り
に
て
私
に
よ
ら
す
村
方
之
者
迄
、
此
訳
一
円
不
存
候

と
被
申
上
候 

一
同
国
同
郡
大
矢
村
問
屋
組
頭
兼
帯
安
兵
衛
申
口 

一
私
義
は
問
屋
組
頭
相
勤
申
候
舟
問
屋
に
御
座
候
、
飛
州
白
川
拾
八
ヶ
村
荷
物
上
前

銭
之
義
は
受
取
来
り
不
申
候
、
木
地
荷
物
、
そ
き
板
、
油
荏
其
外
売
人
之
荷
物
も

舟
積
に
仕
候
て
上
有
知
町
へ
送
り
申
候
、 

右
之
者
共
之
口
書
御
読
き
か
せ
被
成
候
得
共
、
其
日
も
夜
分
に
相
成
候
間
、
迫
て

印
形
可
申
付
と
被
仰
出
候
て
、
皆
々
宿
へ
帰
り
申
候 

 

⑥ 

下
田
村
の
追
訴
と
江
戸
留
守
居
役 

 

乍
恐
以
追
訴
奉
申
上
候 

（
美
並
村
史
よ
り
） 

一
青
山
大
和
守
領
分
濃
州
郡
上
郡
下
田
村
惣
代
之
者
共
申
上
候
、
大
原
彦
四
郎
様

御
代
官
所
飛
州
大
野
郡
六
厩
村
源
四
郎
外
弐
人
出
訴
仕
候
、
出
入
段
々
御
吟
味

被
成
下
、
尚
又
今
五
日
御
呼
出
に
付
乍
恐
追
訴
を
以
奉
申
上
候 

一
継
場
御
用
向
の
義
は
剣
村
・
八
幡
町
並
当
村
一
同
相
勤
来
リ
、
聊
（
い
さ
さ
か
）

も
相
替
ル
筋
無
御
座
候
処
、
訴
訟
方
の
も
の
共
義
、
剣
村
・
八
幡
町
に
て
は
通

牛
上
前
銭
差
出
来
候
得
共
、
下
田
村
に
て
は
差
出
不
申
候
旨
申
上
候
得
共
、
剣

村
八
幡
町
に
て
も
不
差
出
候
は
ば
格
別
、
同
シ
継
場
の
剣
村
・
八
幡
町
に
て
上

前
銭
差
出
候
上
者
、 

下
田
村
も
同
様
に
候
処
下
田
村
に
限
り
上
前
銭
差
出
候
義
、

無
之
旨
の
義
甚
難
心
得
一
躰
の
継
場
に
候
上
は
剣
村
・
八
幡
町
に
て
請
取
来
り
、

下
田
村
も
一
同
請
取
来
候
義
相
違
無
御
座
候
、
勿
論
訴
訟
方
の
者
共
義
劔
村
八

幡
町
は
通
り
候
得
共
、
下
田
村
は
不
相
掛
外
の
道
通
路
致
候
旨
申
上
候
得
共
、

右
外
の
道
ト
申
立
候
場
所
も
下
田
村
支
配
の
道
に
て
川
支
等
に
て
も
有
之
節
は
、

其
道
え
相
掛
リ
御
用
継
合
相
勤
何
レ
に
も
下
田
村
支
配
に
無
紛
、
然
上
は
下
田

村
ヲ
通
り
候
得
ば
勿
論
の
義
、
外
の
道
ト
申
候
て
も
是
又
下
田
村
支
配
に
候
上

は
、
旁
以
下
田
村
に
限
上
前
銭
差
出
間
敷
旨
の
義
謂
間
敷
義
と
奉
存
候
、
御
慈

悲
ヲ
以
継
場
一
体
の
義
に
付
、
剣
村
・
八
幡
町
同
様
下
田
村
に
て
も
前
々
の
通

上
前
銭
請
取
侯
様
奉
願
上
候
、
極
貧
窮
の
少
（
小
）
村
少
々
宛
の
右
躰
助
成
を

以
継
場
御
用
相
勤
来
リ
候
処
、
外
継
場
に
相
洩
レ
下
田
村
計
継
場
の
助
成
無
之

候
て
は
、
相
続
難
仕
難
儀
至
極
仕
侯
、 

偏
に
以
右
の
段
御
聞
済
被
成
下
候
は
ば
、

難
有
奉
存
候
以
上 

明
和
三
戌
年 

十
月
五
日 

濃
州
郡
上
郡
下
田
村 

問
屋
長
兵
衛 

 

（
剣
村
留
帳
よ
り
） 

一
同
（
十
月
）
九
日
に
書
付
を
以
帰
村
之
御
願
に
引
合
之
村
々
六
人
之
者
共
罷
出
候
得

共
、
其
日
も
暮
合
に
御
呼
被
成
候
て
、
直
に
大
隅
守
様
よ
り
被
仰
出
候
に
は
、
今

日
殊
之
外
取
込
故
追
て
二
・
三
日
中
に
罷
出
可
申
と
被
仰
出
候
て
、
皆
々
宿
へ
帰

り
申
候 

一
同
十
二
日
に
又
右
之
御
窺
に
罷
出
候
へ
ば
、
其
日
も
夕
方
に
江
戸
宿
治
郎
兵
衛
を

御
白
州
へ
被
召
出
、
大
隅
守
様
よ
り
被
仰
付
候
に
は
、
も
は
や
間
も
有
間
敷
候
間
、

双
方
壱
度
に
印
形
申
付
罷
帰
す
べ
く
候
間
、
皆
々
引
連
可
帰
と
被
仰
付
候
て
、
何

も
力
を
落
し
、
夫
よ
り
宿
屋
へ
罷
帰
り
申
候 

一
十
月
十
五
日
に
御
呼
出
被
成
、
右
之
通
不
残
、
白
川
不
残
、
相
手
方
郡
上
下
田
村
不

残
、
引
合
之
村
々
剣
宿
よ
り
八
幡
・
福
野
・
大
矢
村
迄
不
残
御
呼
出
被
成
候
て
、
右

之
口
書
御
読
き
か
せ
被
成
候
て
、
不
残
口
書
に
印
形
被
仰
付
候
て
、
皆
々
罷
帰
り

申
候
、
然
共
其
後
大
隅
守
様
よ
り
青
山
大
和
守
様
御
屋
敷
へ
御
尋
趣
に
て
、
御
留
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守
居
市
川
郡
平
治
様
を
御
呼
被
成
候
所
、
又
大
隅
守
様
被
仰
候
に
は
、
此
間
訴
訟

方
、
相
手
方
、
其
外
引
合
之
者
共
、
口
書
被
申
付
候
得
共
、
兎
角
口
書
不
分
明
之
様

に
相
見
へ
申
候
、
か
ね
が
ね
下
田
の
者
共
申
口
は
、
通
前
々
よ
り
継
合
順
々
継
来

り
候
哉
と
御
尋
被
成
候
得
ば
、
大
和
守
様
御
留
守
居
被
申
上
候
に
は
、
其
義
は
私

共
義
、
新
役
人
に
御
座
候
間
、
殊
に
江
戸
屋
敷
に
計
相
勤
居
申
候
得
は
、
郡
上
表

之
義
一
円
存
不
申
候
、
然
ル
上
は
郡
上
表
郡
代
方
へ
飛
脚
を
以
申
遣
シ
、
聞
合
其

上
に
て
御
返
答
可
申
上
候
と
御
受
被
成
、
屋
敷
へ
御
帰
り
被
成
候
、
夫
よ
り
十
月

十
九
日
に
郡
上
表
へ
飛
脚
御
出
シ
被
成
候
、
夫
故
私
共
義
力
を
落
シ
居
申
候
、
然

ル
所
八
幡
町
・
剣
宿
は
壱
ヶ
村
に
て
弐
人
ツ
ゝ
に
て
御
座
候
得
ば
、
免
角
両
方
に

て
壱
人
ヅ
ツ
は
国
元
へ
帰
り
、
御
年
貢
之
時
分
を
申
立
に
致
し
、
帰
村
之
御
願
出

シ
可
申
と
相
談
致
候
所
、
剣
村
義
は
助
右
衛
門
を
帰
シ
可
申
と
落
付
候
得
共
、
八

幡
町
之
義
両
人
帰
国
之
事
に
て
何
共
相
談
落
付
不
申
、
夫
故
剣
宿
計
同
（
十
月
）
廿

七
日
に
助
右
衛
門
帰
村
御
願
書
を
以
罷
出
候
、
願
書
之
趣
左
に 

一
青
山
大
和
守
領
分
濃
州
郡
上
郡
剣
村
庄
屋
善
左
衛
門
・
組
頭
助
右
衛
門
、
右
之
者

共
牧
野
大
隅
守
様
よ
り
急
御
用
に
付
御
召
出
被
成
候
所
、
長
々
江
戸
表
に
相
詰
メ

甚
難
義
仕
候
、
殊
に
国
元
御
年
貢
取
立
之
時
分
に
て
、
村
役
共
居
不
申
候
ら
は
で

は
取
立
も
難
相
成
、
殊
に
国
元
出
立
之
節
に
は
急
々
之
義
に
御
座
候
間
、
路
用
等

も
得
賄
不
仕
罷
下
り
候
得
ば
、
宿
払
等
に
も
差
詰
り
、
甚
迷
惑
至
極
に
奉
存
候
、

依
之
何
卒
御
慈
悲
之
上
、
右
助
右
衛
門
壱
人
帰
村
被
為
仰
付
候
は
ば
、
重
々
難
有

仕
合
に
奉
存
候
、
依
一
札
如
件 

右
之
趣
書
付
を
以
十
月
廿
七
日
西
野
久
保
に
お
い
て
大
隅
守
様
へ
罷
出
候
得
者
、

早
速
帰
村
被
仰
付
難
有
罷
帰
、
夫
よ
り
霜
月
朔
日
に
江
戸
大
口
屋
平
七
と
申
仁
、

上
下
弐
人
、
外
に
万
右
衛
門
と
申
仁
、
郡
上
郡
青
山
様
へ
御
用
に
付
被
登
申
候
に

付
、
是
ヲ
頼
み
助
右
衛
門
殿
も
同
道
に
て
罷
帰
り
被
申
候
、
其
日
善
左
衛
門
江
戸

新
橋
迄
見
送
り
、
罷
帰
り
申
候 

霜
月
廿
四
日
に
牧
野
大
隅
守
様
へ
飛
州
不
残
、
郡

上
郡
下
田
村
不
残
、
引
合
之
村
々
剣
宿
る
八
幡
町
・
福
野
村
・
大
矢
村
、
右
四
ヶ
村 

之
者
共
御
呼
出
被
成
候
而
被
仰
付
侯
二
者
、
明
廿
五
日
裁
許
可
申
付
候
間
、
明
六 

ツ
時
御
天
訴
へ
可
罷
出
と
被
仰
付
候
而
、
夫
よ
り
宿
へ
帰
り
申
候 

一
同
（
十
一
月
）
二
十
五
日
白
川
不
残
、
郡
上
下
田
村
不
残
、
引
合
之
村
々
剣
宿
よ
り

八
幡
町
・
福
野
村
・
大
矢
村
、
右
四
ヶ
村
之
者
共
、
明
六
ツ
時
に
御
天
訴
へ
可
能
出

と
被
仰
付
候
て
、
御
懸
り
之
殿
様
方
不
残
被
遊
御
出
、
夫
々
に
御
裁
許
書
を
以
、

御
読
為
聞
被
成
、
御
裁(

許
脱
ヵ)

書
被
仰
付
、
御
暇
被
下
、
夫
よ
り
御
天
訴
ヲ
罷
下

り
、
夫
よ
西
野
久
保
大
隅
守
様
御
屋
敷
へ
帰
村
之
御
願
に
参
り
候
得
ば
、
早
速
帰

村
被
仰
付
、
夫
よ
り
宿
へ
罷
帰
り
申
候 

 

⑦ 

判
決
と
そ
の
後
の
経
過 

次
の
判
決
を
述
べ
た
の
は
、
道
中
奉
行
を
兼
ね
た
寺
社
奉
行
。
そ
の
外

勘
定
奉
行
が
四
名
、
町
奉
行
が
二
名
。
ま
た
、
裁
許
書
は
そ
れ
ぞ
れ
が
書

き
と
る
よ
う
に
奉
行
所
が
勧
め
て
い
た
。 

 

(

剣
村
留
帳
よ
り) 

一
十
一
月
二
十
五
日
、
松
平
伊
賀
守
さ
ま
仰
せ
ら
れ
候
に
は
、
右
村
々
の
者
ど
も
、
他

国
へ
通
行
の
節
、
本
宿
旅
籠
屋
の
外
間
の
宿
に
止
宿
致
す
こ
と
御
公
儀
よ
り
も
堅

く
御
停
止
の
義
に
御
座
候
得
ば
、
間
の
宿
に
止
宿
致
す
ま
じ
き
候
こ
と
、
右
村
内

の
内
福
野
村
義
に
て
も
止
宿
致
さ
せ
ま
じ
く
候
こ
と
、
右
の
趣
堅
く
相
守
り
、
か

ね
て
御
公
儀
へ
御
苦
労
相
懸
け
申
し
ま
じ
く
候
。 

寺
社
奉
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
勘
定
奉
行 

 
 

 

土
井
大
炊
頭
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

牧
野
大
隅
守
様 

 
 

 
久
世
出
雲
守
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

安
藤
弾
正
少
輔
様 

 
 

 
松
平
伊
賀
守
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

石
谷
備
後
守
様 

道
中
奉
行
兼
ね
て 

 
 

 
 

 
 

伊
那
備
前
守
様 

町
御
奉
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
勘
定
御
留
役
組
頭 

依
田
豊
前
守
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

江
坂
孫
三
郎
様 

https://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%FB%BC%D2%CA%F4%B9%D4
https://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%AA%C4%EA%CA%F4%B9%D4
https://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%F4%B9%D4%BD%EA


 

 

 9 

土
屋
越
前
守
様 

 
 

 
 

 
 

 

お
留
役
（
書
記
で
裁
判
官
で
も
あ
る
） 

横
谷
幸
之
進
様 

万
年
七
郎
左
衛
門
様 

向
山
源
太
夫
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

辻
左
源
次
様 

上
野
善
右
衛
門
様 

平
屋
弥
三
右
衛
門
様 

川
西
吉
治
郎
様 

松
井
豊
八
様 

飛
州
白
川
拾
八
ヶ
村 

訴
訟
方 

 
 

 
 

 
 

 
 

相
手
方 

六
厩
村 

 

源
四
郎 

 
 

 

下
田
村
問
屋 
長
兵
衛 

中
畑
村 

 

四
郎
兵
衛 

 
 

同
村
庄
屋 

五
郎
助 

岩
瀬
村 

 

九
郎
兵
衛 

 
 

同
村
組
頭 

善
右
衛
門 

牛
方
黒
谷
村 

伝
四
郎 

 
 

同
村
百
姓
代
利
助
代 

平
四
郎 

百
姓 

 
 

治
右
衛
門 

 
 

引
合
村
々 

同 
 

 
 

文
四
郎 

 
 

 

福
野
村 

新
平 

三
尾
河
村 

孫
右
衛
門 

 
 

大
矢
村
組
頭
安
兵
衛 

剣
村
庄
屋
問
屋
兼
帯 

善
左
衛
門 

同
村
組
頭 

助
右
衛
門 

八
幡
問
屋 

彦
右
衛
門 

同
町
名
主 

弥
兵
衛 

 

裁
許
書
（
判
決
文 

美
並
村
史
よ
り
） 

差
上
申
一
札
之
事  

一
飛
州
大
野
郡
白
川
郷
六
厩
村
拾
七
ヶ
村
惣
代
源
四
郎
外
弐
人
訴
上
侯
は
、
拾
八
ヶ

村
山
中
に
て
塩
並

茶
無
之
、
油
荏
を
作
り
、
牛
付
荷
物
に
い
た
し
、
毎
年
九
月
十
月

の
内
濃
州
上
有
知
村
へ
付
出
し
、
売
払
代
銭
を
以
塩
並

茶
を
調
（
と
と
の
え
）
、
戻

り
荷
物
に
い
た
し
付
帰
り
候
仕
来
に
候
所
、 

同
国
下
田
村
の
も
の
共
大
勢
福
野
村

地
内
へ
出
向
、
口
銭
可
差
出
旨
申
聞
荷
物
差
押
候
旨
申
上
之
候  

一
濃
州
郡
上
郡
下
田
村
長
兵
衛
外
三
人
答
上
候
は
、
飛
州
白
川
郷
拾
八
ヶ
村
、
油
荏

牛
付
荷
物
前
々
は
馬
継
に
い
た
し
、
駄
賃
銭
請
取
侯
所
、
近
年
附
通
し
の
儀
を
申

聞
候
得
ば
、
上
前
銭
為
差
出
見
遁
し
に
い
た
し
候
処
、
下
田
村
を
不
罷
通
、
福
野

大
矢
村
両
村
へ
懸
り
、
上
有
知
村
迄
附
通
シ
、
相
対
の
上
前
銭
も
不
差
出
候
間
福

野
村
迄
出
向
ひ
荷
物
差
押
候
儀
の
旨
申
上
之
侯
、 

右
出
入
被
為
遂
御
吟
味
候
処
、
飛
州
大
野
郡
白
川
郷
拾
八
ヶ
村
の
儀
山
寄
の
村
方

に
て
塩
並

茶
は
無
之
、 

毎
年
油
荏
を
作
り
牛
付
荷
物
に
い
た
し
、
濃
州
郡
上
郡

向
鷲
見
口
坂
本
口
居
村
よ
り
最
寄
次
第
、
右
両
所
の
内
口
留
番
所
へ
口
役
銭
差
出

し
、
切
手
請
受
、
同
国
剣
村
並

城
下
八
幡
町
へ
相
懸
リ
、
相
対
の
上
口
銭
差
出
し

馬
継
に
は
不
致
、
牛
附
荷
物
其
侭
に
附
通
し
、
夫
よ
り
福
野
村
大
矢
村
を
罷
通
リ

上
有
知
迄
附
通
し
、
荷
物
売
拂
候
儀
に
て
下
田
村
へ
相
懸
リ
口
銭
差
出
し
候
儀
は

無
之
旨
申
立
、
下
田
村
並

引
合
村
々
の
も
の
共
も
八
幡
町
迄
罷
通
候
、
村
順
は
申

口
も
符
合
仕
候
得
共
、
剣
村
八
幡
町
の
も
の
共
者
、
岡
附
荷
物
は
前
々
よ
り
下
田

村
へ
相
懸
リ
継
場
故
、
剣
村
八
幡
町
も
同
様
の
儀
に
侯
得
と
も
、
口
銭
為
差
出
候

儀
は
相
対
の
儀
故
不
存
旨
申
上
之
候
処
、
近
年
拾
八
ヶ
村
の
牛
附
荷
物
下
田
村
を

不
罷
通
福
野
大
矢
両
村
へ
懸
り
罷
通
り
、
口
銭
不
差
出
候
故
荷
物
差
押
侯
儀
の
旨

下
田
村
の
も
の
共
申
上
侯
に
付
、
八
幡
町
よ
り
下
田
村
迄
継
場
帳
面
道
順
御
吟
味

の
上
口
銭
請
取
侯
儀
下
田
村
帳
面
に
認
無
之
、
其
外
双
方
共
無
証
拠
申
分
御
取
用

難
成
候
に
付
、
下
田
村
御
領
主
（
印
）

役
人
中
へ
も
御
尋
の
上
、
八
幡
町
よ
り
上

有
知
村
迄
道
法
八
里
程
故
、
往
返
に
は
人
馬
諸
荷
物
下
田
駅
に
て
継
立
、
福
野
大

矢
両
村
通
リ
ハ
継
場
等
も
無
之
船
積
荷
物
等
は
品
に
寄
大
矢
村
船
場
迄
差
送
り
、

同
所
船
問
屋
よ
り
上
有
知
村
へ
積
下
シ
侯
儀
も
有
之
侯
得
共
、
右
道
筋
は
下
田
海

道
よ
り
三
拾
町
程
道
法
遠
き
方
に
有
之
、
併
下
田
村
よ
り
上
有
知
村
へ
の
道
筋
に
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船
渡
弐
ケ
所
有
之
、
満
水
之
節
又
は
道
橋
破
損
等
に
て
下
田
海
道
差
支
候
節
福
野

大
矢
両
村
通
を
罷
越
候
得
共
、
全
往
還
儀
道
筋
と
申
に
て
は
無
之
、
道
幅
狭
く
通

違
等
も
難
相
成
旁
、
飛
州
拾
八
ヶ
村
の
牛
荷
物
に
限
り
前
々
よ
り
福
野
大
矢
両
村

を
通
リ
来
侯
と
申
立
候
段
、
拾
八
ヶ
村
申
分
難
立
侯
、
依
之
被
仰
渡
侯
は
拾
八
ヶ

村
牛
荷
物
の
儀
、
剣
村
八
幡
町
下
田
村
夫
よ
り
上
有
知
村
迄
右
村
順
に
附
通
し
、

満
水
又
は
道
橋
破
損
等
に
て
下
田
海
道
差
支
候
節
は
福
野
大
矢
両
村
を
可
罷
通
は

格
別
、
尤
口
銭
の
儀
は
相
対
の
儀
に
付
不
被
及
御
沙
汰
侯
、
且
下
田
村
の
も
の
共

押
置
候
油
荏
荷
物
は
伝
四
郎
外
弐
人
相
返
し
、
以
来
双
方
致
和
融
及
再
論
間
敷
旨

被
仰
渡
、
逐
一
承
知
奉
畏
候
、
若
相
背
候
は
ば
御
科
可
被
仰
付
侯
、
仍
て
為
後
証

連
判
一
札
差
上
申
所
如
件 

大
原
彦
四
郎
御
代
官
所 

飛
州
大
野
郡
白
川
郷 

六
厩
村 

三
尾
河
村 

黒
谷
村 

寺
河
戸
村 

惣
則
村 

 
 

 
 

 

一
色
村 

猿
丸
村 

新
渕
村 

町
屋
村 

野
々
又
村 

中
畑
村 

牧
戸
村 

牛
丸
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
本
願
寺
掛
所 

高
山
照
蓮
寺
領 

同
郡 

岩
瀬
村 

赤
谷
村 

海
上
村 

尾
上
郷
村 

中
野
尾
村 

右
拾
八
ヶ
村
惣
代 

六
厩
村
百
姓
代 

源
四
郎 

割
印 

明
和
三
年
十
一
月
廿
五
日 

 

訴
訟
方 

 
 

 

中
畑
村 

四
郎
兵
衛 

岩
瀬
村 

九
郎
兵
衛 

青
山
大
和
守
領
分 

濃
州
郡
上
郡
下
田
村 

問
屋 

長
兵
衛 

相
手
方 

庄
屋 

五
郎
助 

組
頭 

善
右
衛
門 

百
姓
代 

利
助 

御
吟
味
に
付
罷
出
候 

同
郡
領
分 

同
郡
劔
村
庄
屋 

善
左
衛
門 

八
幡
町 

庄
屋 

弥
兵
衛 

問
屋 

彦
右
衛
門 

福
野
村
庄
屋 

新
平 

大
矢
村
組
頭
問
屋
兼
帶
安
兵
衛 

右
黒
谷
村
伝
四
郎
代 

百
姓 

次
右
衛
門 

同 
 

文
四
郎 

三
尾
河
村
同 

孫
右
衛
門 

御
評
定
所 
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（
題
は
な
い
が
裁
判
に
関
わ
る
資
料 

美
並
村
史
よ
り
） 

態
（
わ
ざ
わ
ざ
）
申
越
候
、
此
度
飛
州
白
河
郷
十
八
ヶ
村
と
其
村
出
入
に
付
、
問
屋
並

三
役
人
江
戸
御
評
定
所
へ
被
召
呼
候
処
、
御
裁
許
も
品
能
相
済
何
れ
も
一
段
の
事
に

候
、
然
ル
処
百
姓
代
利
助
、
其
節
故
障
有
之
為
名
代
平
四
郎
罷
越
侯
儀
、
役
外
殊
に

老
人
の
事
別
し
て
大
儀
の
至
に
候
、
右
為
挨
拶
申
遣
候 

以
上 

(

明
和
三
年)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
田
傅
右
衛
門
快
義 

花
押 

 
 

 
 

斉
木
孫
兵
衛 

直
峙 

花
押 

下
田
村
問
屋 

長
兵
衛
殿 

庄
屋 

五
郎
助
殿 

組
頭 

善
右
衛
門
殿 

百
姓
平
四
郎
殿 

  
 

 

覚 
 

（
美
並
村
史
よ
り
） 

一
荏
叺 

四
叺 

一
表 

 

弐
表 

数
〆
六
ッ
（
印
） 

右
旨
出
入
之
儀
に
付
置
預
ヶ
申
候
油
荏
、
下
田
村
よ
り
上
有
知
迄
駄
賃
銭
相
渡
シ
、

問
屋
源
左
衛
門
方
に
て
慥
に
請
取
相
済
申
候 以

上 

(

明
和
三
年
？) 

二
月
朔
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

白
川
惣
代
牧
戸
村 

喜
三
郎 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

白
川
惣
代
一
色
村 

甚
兵
衛 

印 

 

下
田
村
問
屋 

 
 

 

長
兵
衛
殿 

 
 

 

庄
屋
衆
中 

こ
れ
で
一
件
落
着
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
事 

（
高
鷲
村
史
よ
り
） 

【
剣
村
上
前
銭
の
紛
争
】 

次
の
文
書
は
江
戸
の
中
期
末
明
和
年
中(

一
、
七
六
六
年)

に
於
け
る
問
屋
、
馬
方
な
ど
の
間
に
於
て
下
田
村
剣
村
の
上
前
銭
の
こ
と
に
つ
い
て

の
紛
争
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。 

明
和
三
戌
年
十
月
五
日(

正
ヶ
洞
区
長
文
書) 

飛
州
大
野
郡
六
厩
村
の
外
拾
七
ヶ
村
と
下
田
村
問
屋
上
前
銭(

う
わ
ま
へ
せ
ん) 

出

入
の
節
御
勘
定
奉
行
牧
野
大
隅
守
様
え
召
呼
ば
れ
口
上
書
御
読
み
聞
か
せ
印
形
御
取

り
成
さ
れ
候
写 

剣
村
庄
屋 

善
左
衛
門 

組 

頭 
 

助
右
衛
門 

一
、
当
村
の
儀
継
場
に
て
御
座
候
処
前
々
よ
り
上
前
に
て
附
け
通
ら
れ
荷
物
継
合
申

さ
ず
候
に
付
帳
面
等
も
御
座
な
く
候
、
飛
州
六
厩
村
の
外
拾
七
ヶ
村
油
荏
の
儀

壱
俵
に
付
銭
拾
六
文
程
も
請
取
り
申
候
、
其
外
商
人
荷
物
の
義
は
三
十
二
文
も

取
り
申
候
□
□
□
□
継
合
仕
ら
す
候
是
よ
り
八
幡
え
は
村
々
相
続
き
申
候
、 

右
の
通
り
少
茂
相
違
御
座
な
く
候
以
上 

明
和
三
戌
年
十
月
五
日
（
一
七
六
六
） 

剣
村
庄
屋 

善
左
衛
門 

組
頭 

 
 

助
右
衛
門 

外
大
矢 

 
 

 

壱
人 

福
野 

 
 

 
 

壱
人 

八
幡
町 

 
 

 

壱
人 

御
奉
行
所 

（
こ
の
文
書
の
日
に
ち
は
ま
だ
裁
許
の
前
。
こ
れ
は
口
書
で
印
を
打
っ
た
も
の
の
写

し
。
そ
れ
を
見
事
に
利
用
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
八
十
年
後
に
は
・
・
・
） 
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覚(

正
ヶ
洞
区
長
文
書) 

此
辰
春
よ
り
剣
村
新
規
に
問
屋
相
立
て
、
上
前
銭
出
荷
壱
駄
に
つ
き
四
拾
八
文
づ
つ

登
り
荷
壱
駄
に
付
三
拾
弐
文
厳
敷
く
取
立
て
迷
惑
に
相
成
荷
持
ち
の
者
よ
り
懸
合
ひ

等
も
致
し
候
得
共
、
宿
場
問
屋
等
と
申
し
一
向
権
威
を
募
り
聞
き
入
れ
申
さ
ず
、
当

六
月
よ
り
馬
方
刎
銭(

は
ね
せ
ん)

な
ど
と
申
し
合
の
外
に
八
十
八
文
づ
つ
取
り
立
て

候
に
付
七
月
十
九
日
よ
り
村
々
役
前
罷
り
出
て
、
段
々
御
願
申
上
候
処
十
月
十
四
日

夜
御
役
所
に
於
て
願
通
り
先
例
成
に
拾
六
文
づ
つ
仰
付
け
ら
れ
一
統
有
り
難
く
畏
り

奉
侯
、
然
れ
共
此
春
よ
り
上
前
銭
多
分
取
り
立
て
な
ら
び
に
当
七
月
よ
り
毎
度
罷
り

出
で
多
分
雑
用
等
相
懸(

か
け) 

候
儀
は
全
く
剣
村
に
於
て
無
法
に
新
規
相
始
め
一

統
迷
惑
致
し
候
に
付
、
村
々
申
合
せ
定
め
の
事 

相
談
の
上
定 

一
、
剣
村
馬
方
何
れ
の
村
々
え
参
り
候
共
決
し
て
荷
物
相
渡
し
申
す
ま
じ
き
事 

一
、
奥
筋
御
年
貢
是
ま
で
剣
村
へ
相
対
継
に
相
渡
し
侯
処
向
後
同
村
へ
一
切
継
ぎ
申 

す
間
敷
き
事 

一
、
剣
村
商
人
何
れ
の
村
々
へ
参
り
宿
等
相
頼
み
侯
共
相
断
り
申
す
べ
き
事
尤
も 

親
類
な
ど
叶
わ
ざ
る
用
事
こ
れ
有
る
者
は
ゆ
き
き
致
す
べ
き
事 

一
、
八
幡
よ
り
奥
筋
二
十
五
ヶ
村
の
内
へ
登
り
荷
物
剣
村
馬
方
へ
相
渡
申
さ
ず
様 

相
頼
み
置
き
申
す
べ
き
事 

右
の
件
に
一
統
相
談
取
極
め
侯
、
相
違
こ
れ
無
く
候
、
為
後
日
依
而
如
件 

 
 

 
 

 

巳
十
月 

奥
筋
村
々 

注 

別
紙
六
厩
村
外
十
七
ケ
村
問
屋
上
前
銭
云
々
の
文
書
は
明
和
三
戌
年
で
あ
る
か
ら

本
文
書
の
巳
年
は
安
永
二
巳
年(

一
七
七
三)

で
あ
ろ
う
。
（
こ
れ
は
万
留
帳
か
ら
考
え
る

と
弘
化
二
年
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
月
が
矛
盾
す
る
） 

 

【
紛
争
再
発
】 

弘
化
二
年(

一
八
四
五)

に
紛
争
を
お
こ
し
藩
の
役
向
き
ま
で
持
ち

出
し
た
。（
紛
争
再
発
で
は
な
く
そ
の
解
決
で
あ
ろ
う
） 

差
上
申
一
札
の
事 (

正
ヶ
洞
区
長
文
書) 

一
、
剣
村
宿
場
上
前
銭
の
儀
に
付
先
達
で
口
上
書
を
以
て
願
ひ
上
げ
奉
り
候
処
此
度

御
役
方
様
御
立
越
し
遊
ば
さ
れ
明
和
三
戍
年
十
月
五
日
よ
り
御
公
儀
様
仰
せ
渡
さ

れ
候
御
書
付
の
趣
御
読
み
聞
か
せ
の
上
厚
く
御
和
解
仰
せ
聞
か
さ
れ
侯
に
付
一
統

承
知
畏
り
奉
り
侯
、
然
る
上
は
右
上
前
銭
の
儀
に
付
少
し
も
故
障
等
申
し
出
て
ま

じ
く
候
、
後
日
の
為
め
一
札
差
上
げ
候
処
仍
て
如
件 

 
 

 
 

 

弘
化
二
巳
年
八
月
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

正
ヶ
洞
村
筆
頭 

惣
右
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
断 

弥
一
郎 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
断 

利
助 

 
 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
断 

弥
忠
治 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
姓
代
新
兵
衛 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

組
頭 

弥
三
右
衛
門
印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

庄
屋 

惣
左
衛
門 

印 

 
 

 

浜
野
又
兵
衛
殿 

 
 

 

今
村
助
三
郎
殿 

 

こ
の
紛
争
に
つ
い
て
「
万
留
帳
」（
弘
化
二
年
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。（
以

下
大
和
村
史
よ
り
） 

「
『
去
る
辰
年(

一
八
四
四)

こ
ろ
よ
り
、
剣
村
宿
役
を
申
し
立
て
、
付
け
通
し
の
荷
物

に
、
う
わ
ま
え
、
或
い
は
馬
方
は
ね
銭
な
ど
と
申
し
、 

一
駄
に
付
き
五
十
文
よ
り
百

二
十
四
文
、
又
人
に
よ
り
三
百
文
位
も
取
り
候
に
付
き
、
上
保
奥
筋
弐
拾
五
ヵ
村
一

致
し
、
追
々
故
障
に
相
成
り
、 

そ
の
後
御
上
様
御
内
御
同
心
中
、
裁
許
に
て
、
以
前

の
留
平
取
り
引
き
の
通
り
、
拾
六
文
ず
つ
と
書
付
相
渡
り
、
事
済
み
に
相
成
り
候
、

其
後
、
右
弐
拾
五
箇
村
は
剣
村
を
悪
（
に
く
）
み
、
今
不
通
に
な
り
候
、
ま
た
ぞ
ろ
剣

村
段
々
御
上
様
へ
願
い
立
て
致
し
候
趣
き
に
て
、
済
み
場
相
知
れ
申
さ
ず
候
な
り
』 
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ま
た
、
こ
の
上
前
銭
紛
争
に
つ
い
て
は
「
剣
邑
留
帳
」
に
も
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
よ
る
と
翌
弘
化
三
年
八
月
に
剣
村
か
ら
藩
庁
へ
願
い
出
た
が
、
却
下
さ
れ
て
上
前

銭
は
一
六
文
と
き
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
だ
と
八
〇
年
前
の
明
和
の
頃
と
同
じ

に
な
る
。」 

（
剣
村
留
帳
に
よ
る
と
、
こ
の
前
に
大
水
が
出
て
堤
防
が
崩
れ
そ
の
出
費
が
重
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、「
当
駅
奥
筋
と
上
前
銭
の
義
に
つ
き
故
障
見
舞
」
近
隣
の
村
や
下
の

村
々
か
ら
見
舞
金
や
酒
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

「
付
け
通
し
」
の
こ
と
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
弘
化
三

年
八
月
に
は
未
進
の
た
め
の
借
金
が
二
千
両
ほ
ど
に
な
り
、
村
で
相
談
し
て
二
百
両

を
持
ち
高
で
分
担
し
て
返
す
よ
う
に
し
て
い
る
。
一
村
を
上
げ
て
財
政
難
に
お
ち
い

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
） 

  

考
察 

こ
の
裁
判
は
当
時
の
裁
判
の
様
子
だ
け
で
な
く
街
道
の
シ
ス
テ
ム
の
問

題
も
出
て
き
て
興
味
深
い
。
白
川
か
ら
の
道
順
は
、
切
立
か
ら
阿
多
岐
へ

出
て
牛
道
（
ま
さ
に
牛
が
通
る
道
）
を
通
る
ル
ー
ト
が
普
通
だ
っ
た
。
本

宿
は
郡
上
街
道
で
は
剣
宿
、
八
幡
町
、
下
田
宿
。
そ
の
外
、
国
境
に
は
口

番
所
が
あ
る
。
下
田
村
（
宿
）
に
は
船
問
屋
が
あ
っ
て
川
を
渡
す
。
牛
を

渡
す
と
な
る
と
大
変
（
出
費
も
多
い
）
な
の
で
、
渡
ら
ず
に
左
岸
を
美
濃

市
ま
で
牛
で
運
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。 

口
番
所
の
役
銭
は
、
油
荏
一
貫
目
に
つ
き
八
文
。
茶
に
も
役
銭
が
か
か

る
か
ら
行
も
帰
り
も
口
番
所
で
税
金
を
取
ら
れ
る
。
さ
ら
に
途
中
の
宿
で

口
銭
が
か
か
る
の
で
か
な
り
の
出
費
に
な
る
。 

 

こ
の
裁
許
は
幕
法
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
剣
村
に

と
っ
て
は
引
合
い
だ
け
で
そ
も
そ
も
迷
惑
な
の
だ
。
作
者
（
庄
屋
）
は
日

記
を
書
い
て
お
り
、
留
帳
に
は
大
事
な
こ
と
だ
け
を
書
き
写
し
て
い
る
。

そ
の
間
の
苦
労
話
と
せ
め
て
も
の
本
宿
の
こ
と
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
が
、

こ
の
時
に
郡
内
の
村
々
に
知
ら
せ
た
剣
宿
の
上
前
銭
の
こ
と
が
、
後
に
上

の
保
の
村
々
と
の
故
障
の
時
に
、
先
例
と
し
て
裁
許
（
明
和
三
年
の
通
り

に
せ
よ
）
に
つ
な
が
っ
て
き
た
こ
と
が
正
ヶ
洞
文
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て

い
る
。 

裁
判
記
録
に
は
飛
騨
の
白
川
郷
の
こ
と
が
出
て
く
る
。
飛
騨
の
代
官
大

原
彦
四
郎
は
大
原
騒
動
を
起
こ
し
た
張
本
人
。
や
が
て
郡
代
と
な
る
。
さ

ら
に
、
白
川
郷
に
照
蓮
寺
領
が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
油
荏
は
食
用
だ

け
で
な
く
、
油
紙
、
雨
傘
、
ち
ょ
う
ち
ん
な
ど
の
防
水
加
工
に
用
い
た
と

い
う
。
美
濃
市
に
は
和
紙
が
集
ま
っ
た
か
ら
油
紙
や
雨
傘
の
為
に
用
い
た

と
思
わ
れ
る
。 

白
川
郷
が
下
田
村
を
訴
え
た
の
は
、 

「
白
川
郷
か
ら
油
荏
（
え
ご
ま
の
油
、
そ
の
外
硝
煙
、
タ
バ
コ
の
葉
）
を

牛
に
運
ば
せ
て
上
有
知
村
（
こ
う
ず
ち
は
美
濃
市
の
こ
と
）
ま
で
運
び
塩

や
茶
を
買
っ
て
ま
た
帰
っ
て
い
く
け
ど
、
下
田
村
の
者
が
泊
っ
た
福
野
村

へ
押
し
寄
せ
て
き
て
荷
物
を
差
し
押
さ
え
た
。
と
い
う
の
は
下
田
村
を
通

ら
ず
に
大
矢
村
か
ら
左
岸
を
通
っ
て
美
濃
市
ま
で
行
っ
て
荷
駄
賃
を
払
わ

な
か
っ
た
か
ら
。
こ
れ
に
納
得
い
か
な
か
っ
た
六
厩
村
の
代
表
が
訴
え
た

も
の
。
そ
し
て
関
係
す
る
宿
や
村
の
庄
屋
等
も
江
戸
に
呼
び
出
さ
れ
て
い

る
。
」 

 

白
川
郷
と
し
て
は
口
役
銭
や
駄
賃
を
少
し
で
も
少
な
く
し
よ
う
と
し
た

https://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%F2%C0%EE%B6%BF
https://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%B4%C2%E5
https://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%F2%C0%EE%B6%BF
https://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%FE%C7%BB%BB%D4
https://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%F2%C0%EE%B6%BF
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の
だ
ろ
う
。
ま
た
白
川
郷
で
荏
胡
麻
だ
け
で
な
く
タ
バ
コ
の
栽
培
や
硝
煙

づ
く
り
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

判
決
を
ま
と
め
る
と
、 

「
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
を
認
め
た
う
え
で
、
公
的
に
決
め
ら
れ
た
継
場
は

剣
、
八
幡
、
下
田
で
あ
る
。
満
水
や
道
橋
の
破
損
の
時
は
福
野
や
大
矢
を

通
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
が
、
本
宿
で
あ
る
下
田
を
通
る
の
が
筋
で
あ

る
。
口
銭
に
つ
い
て
は
相
対(

あ
い
た
い)

で
相
談
の
う
え
の
こ
と
な
の
で

沙
汰
に
及
ば
ず
。
下
田
村
が
差
押
え
た
荷
物
は
白
川
側
に
ち
ゃ
ん
と
返
す

こ
と
。
今
後
仲
良
く
や
る
よ
う
に
。
」 

と
言
っ
て
い
る
。 

「
美
並
村
史
」
に
は
訴
え
状
や
返
答
書
や
裁
許
書
は
載
っ
て
い
る
が
、

途
中
の
評
定
所
の
詳
し
い
様
子
は
書
か
れ
て
な
い
。
で
も
、
引
合
い
（
証

人
）
で
行
っ
た
「
剣
村
留
帳
」
に
は
評
定
の
内
容
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い

る
の
で
、
江
戸
の
評
定
所
の
様
子
や
内
済
（
示
談
）
の
状
況
も
わ
か
る
。 

  

こ
ん
な
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
が
そ
の
答
え
は
本
文
の
中
に
あ
る 

・
訴
訟
の
仕
方
は
？ 

・
示
談
の
勧
め
は
な
ぜ
？ 

・
幕
府
の
評
定
所
の
構
成
は
？ 

・
留
役
（
書
記
）
が
裁
判
を
進
め
て
い
る 

・
郡
上
藩
の
こ
と
に
つ
い
て
留
守
居
役
に
問
い
た
だ
し
て
い
て
、
地
元
へ

飛
脚
を
出
し
て
い
る 

・
郡
上
大
和
か
ら
江
戸
ま
で
何
日
か
か
る
か
？ 

飛
脚
だ
と
？ 

・
両
者
の
言
い
分
が
全
く
異
な
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
？ 

・
白
川
郷
は
内
済
を
な
ぜ
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
か
？ 

・
返
答
書
の
中
の
駄
賃
の
計
算
は
ど
う
や
っ
て
い
る
の
か
？ 

・
四
月
か
ら
十
一
月
ま
で
足
掛
け
八
ケ
月
に
及
ん
だ
が
、
そ
の
間
の
滞
在

費
や
裁
判
が
無
い
時
は
ど
う
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

な
ど
な
ど 

 「
剣
邑
（
村
）
留
帳
」
は
大
和
町
剣
の
此
島
統
子
さ
ん
が
代
々
伝
え
て
こ

ら
れ
た
も
の
で
、
翻
刻
は
大
和
古
文
書
読
ま
ま
い
会
（
代
表
佐
藤
光
一

氏
）
が
行
っ
て
い
る
。 

ま
た
「
美
並
村
史
」
「
大
和
村
史
」
「
高
鷲
村
史
」
か
ら
も
引
用
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。 

        

読
み
方
に
つ
い
て 

被
下
置
（
く
だ
し
お
か
れ
） 

被
成 

（
な
さ
れ
） 

訴
状
は
目
安
（
め
や
す
）
、
調
書
は
口
書
（
く
ち
が
き
）、
判
決
は
裁
許

（
さ
い
き
ょ
）
と
呼
ば
れ
、
判
決
に
あ
た
っ
て
は
原
告
と
被
告
と
に
裁

許
状
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。
上
訴
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た

地
方
か
ら
出
て
き
た
人
を
宿
泊
さ
せ
る
『
公
事
宿
』
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
民
事
訴
訟
な
ど
の
手
続
き
を
当
事
者
の
代
わ
り
に
行
う
『
公
事

師
』
も
い
ま
し
た
。
こ
の
公
事
師
が
現
在
の
司
法
書
士
で
す
。 

https://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%BE%C4%EA%BD%EA
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そ
の
他 

⇨
 

近
世
古
文
書
用
語
検
索
シ
ス
テ
ム 

 

図
（
大
和
村
史
よ
り
） 

大
和
村
に
お
け
る
江
戸
時
代
の
街
道 

白
川
郷
か
ら
は
長
良
川
左
岸
を
通
っ
て
下
田
渡
ま

で
来
た
と
思
わ
れ
る
。 

 


